
男女共同参画に係る相談・苦情処理要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、長崎県男女共同参画推進条例（以下「条例」という。）第１３条の 

規定に基づき、男女共同参画に係る相談又は苦情（以下「相談・苦情等」という。）の 

処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（相談・苦情等の申し出の受理） 

第２条 知事は、県民又は事業者（以下「県民等」という。）から男女共同参画に係る県 

の施策や、セクシャル・ハラスメント、女性への暴力、その他性別を理由とするあら 

ゆる差別的な取扱いなど、男女共同参画を阻害すると認められるものに関する相談・苦 

情等の申し出を受理するものとする。 

 

（相談・苦情等の処理） 

第３条 知事は、前条の規定により受理した相談・苦情等について、下記のとおり処理す 

ることができるものとする。 

（１） 相談・苦情等の申し出内容について必要があれば調査又は確認し、申し出者に

対し助言又は意見表明を行うよう関係機関又は関係者に対し要請することがで

きるものとする。 

（２） 要請を受けた関係機関又は関係者は、速やかに相談・苦情等の解決に努めなけ

ればならないものとする。 

（３） 相談・苦情等の申し出内容について必要があれば調査し、関係機関又は関係者

へ意見表明又は是正の要望等を行うことができるものとする。 

（４） 前号に掲げる処理については、関係機関又は関係者と十分な連絡調査を図り、

行うものとする。 

 

（申し出の方式） 

第４条 第２条に規定する苦情の申し出は、原則として次に掲げる事項を記載した申出書 

（様式第１号）により行うものとする。 

（１） 申し出をする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあたっては、名称及び代

表者の氏名並びに事務所の所在地）・郵便番号並びに電話番号 

（２） 申し出の趣旨（内容）及び理由 

（３） 他の制度等への手続き等の有無 

（４） その他参考となる事項 

（５） 申し出の年月日 

 

 



（受理しない申し出） 

第５条 第２条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申し出に 

ついては、受理しないものとする。この場合、前条の規定により書面による申し出をし

た者については、書面（様式第２号）により通知するものとする。 

（１） 裁判所において係争中の事項及び判決等裁判により確定した事項 

（２） 行政庁において不服申立ての審理中の事項及び裁決等により確定した事項 

（３） 議会に請願又は陳情を行っている事項 

（４） 前各号に掲げるもののほか、他の法令に基づき処理すべき事項等助言及び意見

を述べることが適当でないと認められる事項 

 

（調査開始の通知等） 

第６条 知事は条例第１３条第２項に掲げる苦情の申し出に関する調査を開始する場合に 

おいて、その旨を苦情に係る施策を行う関係機関又は関係者に対し、書面により通知す

るものとする。 

 

（是正措置等の報告） 

第７条 当該機関等は、前条の規定により通知を受け取った場合は、申し出に対する是正 

等の処理について、書面（様式第３号）により速やかに知事に報告するものとする。 

 

（長崎県男女共同参画審議会への意見聴取） 

第８条 知事は、前条の規定により報告を受けた処理等の内容について、申し出者へ書面 

（様式第４号）により回答するものとする。但し、必要があると認めるときは、条例第   

１３条第３項の規定に基づき、長崎県男女共同参画審議会に意見を聴くものとする。 

 

（審議会の意見表明） 

第９条 審議会は、知事に対し、申し出事項に関する是正その他措置について意見を述べ 

ることができるものとする。 

 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、男女共同参画に係る相談・苦情等について必要

な事項は知事が別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成１４年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  


